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日 時 令和４年１０月２１日 １５：３０～ 

会 場 教育委員会室  



≪団体交渉次第≫ 

１．団体交渉の開始（１５：３０） 

２．女性教職員活躍推進監 あいさつ 

３．岐阜県教職員組合連絡会議議長 あいさつ 

４．要望にかかる質疑 

５．団体交渉の終了（１７：００）
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 要  望  事  項 回    答 

１ 妊娠・母性保護等について  

① 産休代替の講師が期限までに補充され、安心して

産休に入るための改善策として、以下の制度の新設

してください。 

・県立と同様に、小中学校においても、１学期中に

産休を予定する教員の代替の講師を、年度当初から

配置する制度。 

 

 

産休代替については、本務者の方に安心してお休みいただけるように配置を進めています。今後も、さらなる講師の

確保に努めてまいります。 

 

 

 

 

② 妊娠中の教職員の労働を軽減するための妊娠加

配制度（小中学校の体育実技代替）が活用されてい

ない実態を直視し、その周知をするとともに、県及

び市町村教育委員会の責任で、代替者の確保のため

の方策を講じてください。 

 

 

妊娠者の労働軽減のための「妊娠体育代替非常勤講師」については、教職員の母体の保護の立場から、各学校におい

て適切に活用していただいているものと考えておりますが、今後も引き続き、このことについて周知してまいります。 

 

 

 

③ 高校及び特別支援学校、特別支援学級について

も、体育代替等の妊娠加配制度を設けてください。 

 

 

妊娠者の労働軽減については、教職員の母体の保護の立場から、各学校において適切に対応していただいているもの

と考えております。 

 なお、小・中学校において措置されております「妊娠体育代替非常勤講師」については、厳しい財政状況の中で対

応は難しいですが、高校及び特別支援学校においては、年度途中から産育休に入られる教職員の代替として、任期付採

用職員を年度当初より配置するなど可能な限り対応をすすめているところです。 

 

 

 

④ 不妊治療に取り組むため、以下の制度を新設して

ください。 

・１年単位の不妊治療休業 

・育児退職制度と同様の、復帰を前提とした不妊治

療退職制度 

 

 

不妊治療に係る休業制度の導入について、現在、検討はしておりません。 

特別休暇第２９号（岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第７５条第２９号）につい

ては、令和４年１月１日から休暇の事由及び期間を拡大したところです。 

さらなる休暇の拡大については、教職員だけでなく、県職員全体にかかわることですので、知事部局の動向も踏まえ

て検討する必要があります。 

 

⑤ 不妊治療に対する理解を広げ、不妊治療をおこな

っている教職員への配慮の方策を適切に行えるよ

うに、管理職への研修を実施してください。 

 

 

 

子育て支援制度の周知については、職場内研修や面談等を通じて適切に行っているところですが、不妊治療にかかる

職場の理解や教職員への配慮がなされるよう、引き続き研修等を行ってまいります。 
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 要  望  事  項 回    答 

２ 子育て支援について  

① 「育児短時間勤務」・「部分休業」を、「小学校３

年」までの時期に延長してください。 

 

育児短時間勤務および部分休業の承認については、「地方公務員の育児休業等に関する法律（第十条および第十九条）」

において『小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため』とされており、岐阜県においても同様の運用としてい

るところです。 

 

 

② 「育児短時間勤務」の代替者を確実に確保してく

ださい。 

また、確実に確保するための具体的な方策を示し

てください。 

 

 

育児短時間勤務の代替については、それぞれの学校の実態に合わせながら措置しております。 

今後も個々の状況を踏まえた対応に努めてまいります。 

 

③ 

 

 

各学校の管理職が、「育児短時間勤務」や「部分

休業」の取得をしないように誘導したり、取得がは

じめから不可能であるかのような発言や対応をし

ないように、指導してください。 

 

育児短時間勤務や部分休業、早出遅出勤務、育児退職等は岐阜県の子育て支援制度であり、子育てと勤務を両立する

多様な働き方に対応する制度です。 

また、教職員がこれらの制度を理解した上で、キャリアデザインを描くことが重要であると考えております。 

今後も、管理職の研修を始め、校長会等においても周知徹底を図ってまいります。 

 

 

④ 新しい育児介護休業法の周知徹底を含め、子育て

しやすい職場環境となるように管理職の研修を進

めてください。 

 

 

「岐阜県職員の育児休業等に関する条例施行規則」等の一部改正に伴い、より一層の子育てしやすい職場環境となる

よう、制度改正の内容等について、様々な機会をとらえて管理職への研修を進めてまいります。 

３ 家族の看護や介護について 

 「家族の看護のための休暇」を、子や家族の養育や看護の実情に合わせて、以下のように日数を拡大してください。 

① 「子や家族に障がいがある場合は１０日、２人以

上であれば１５日」としてください。 

Ｒ４．４．１より、家族看護休暇について、５日を加算する要件を「義務教育終了前の子を２人以上養育する場合」

に改めるとともに、「子」の範囲を「義務教育終了前の子」に改めているところです。 

これについても、教職員だけでなく県職員全体にかかわることですので、知事部局の動向も踏まえて検討する必要が

あります。 

 

 

② 「短期介護休暇」の「２週間以上にわたり」の条

件を削除してください。 

特別休暇第２４号（岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第７５条第２４号）の「一

定期間にわたり」については、「２週間以上の期間」（規則第６９条の７第３項）とされております。 

これについても、教職員だけでなく県職員全体にかかわることですので、知事部局の動向も踏まえて検討する必要が

あります。 
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 要  望  事  項 回    答 

４ 働きやすい環境をつくるために  

① 

 

 

 

妊娠・子育て・介護など、ライフサイクルを通し

て安心して働けるように、「働き方シート」を用い

て該当者の意思を確認するように管理職に指導し

てください。 

 

 

 

 

子育てや介護に対する配慮について、手厚い体制を整備していくことは大切なことであり、教員に対するそうした制

度は段階的に整ってきたと考えます。 

各種の制度については、「育児休業からの復帰支援のための研修会」及び経年研修等において周知に努めてまいりま

した。次年度以降も、実際の勤務の状況等についての話題も加えて紹介し、制度周知に努めてまいります。 

なお、子育てや介護に対する配慮等については、各学校において、所属長との面談を通し、適切に行っていただいて

いるものと考えておりますが、今後も引き続き、このことについて周知してまいります。 

個々の教職員の子育て、家庭状況等をふまえた配置にも努めてまいります。 

 

 

 

 

 

② 妊娠・育児・介護に関わる制度の活用がすすむよ

うに、管理職および一般教職員に制度の周知や理 

解が深まる働きかけをおこなってください 

 

 

 

 

 

子育てや介護に対する配慮について、手厚い体制を整備していくことは大切なことであり、教員に対するそうした制

度は段階的に整ってきたと考えます。 

各種の制度については、「育児休業からの復帰支援のための研修会」及び経年研修等において周知に努めてまいりま

した。次年度以降も、実際の勤務の状況等についての話題も加えて紹介し、制度周知に努めてまいります。 

なお、子育てや介護に対する配慮等については、各学校において、所属長との面談を通し、適切に行っていただいて

いるものと考えておりますが、今後も引き続き、このことについて周知してまいります。 

個々の教職員の子育て、家庭状況等をふまえた配置にも努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 


